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◆
配
偶
者
暴
力
　 

　
配
偶
者
暴
力
と
は
一
般
的
に
、
内
縁
関

係
者
、
婚
約
者
、
同
棲
相
手
、
別
居
中
の

配
偶
者
、
元
配
偶
者
、
元
婚
約
者
な
ど
「
密

接
な
関
係
に
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
」
の
こ
と
で
す
。 

　
次
の
よ
う
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。 

              

            

①
身
体
的
暴
力 

「
殴
る
」
、
「
蹴
る
」
、
「
髪
を
引
っ
張
る
」

「
熱
湯
や
水
を
か
け
る
」
「
部
屋
に
閉
じ

込
め
る
」
、
「
物
を
壊
す
」
、
「
ケ
ガ
を
し
て

も
病
院
に
行
か
せ
な
い
」
な
ど
暴
力
に
よ

っ
て
女
性
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
行
為 

②
精
神
的
暴
力 

「
無
視
を
す
る
」
、
「
口
汚
く
の
の
し
る
」

「
女
性
の
役
割
を
決
め
付
け
る
」
、
「
他
人

の
前
で
欠
点
を
言
う
」
、
「
見
下
す
」
、
「
大

切
に
し
て
い
る
も
の
を
捨
て
た
り
す
る
」

な
ど
心
を
傷
つ
け
る
行
為 

③
性
的
暴
力 

「
セ
ッ
ク
ス
を
強
要
す
る
」
、
「
避
妊
に
協

力
し
な
い
」
、
「
中
絶
を
強
要
す
る
」
、
「
ア

ダ
ル
ト
ル
ト
ビ
デ
オ
な
ど
を
無
理
や
り
見

せ
る
」
な
ど
本
人
が
望
ま
な
い
性
行
為 

④
経
済
的
暴
力 

「
家
に
お
金
を
入
れ
な
い
」
、
「
家
庭
の
収

入
に
つ
い
て
一
切
知
ら
せ
ず
、
ま
た
使
わ

せ
な
い
」
、
「
お
金
の
使
い
方
を
細
か
く
チ

ェ
ッ
ク
す
る
」
、
「
妻
の
預
金
な
ど
を
勝
手

に
使
う
」
、
「
借
金
を
負
わ
せ
る
」
な
ど
金

銭
に
よ
る
支
配
行
為 

⑤
隔
離
的
暴
力 

「
女
性
の
行
動
、
交
際
相
手
、
外
出
先
な

ど
を
制
限
す
る
」
、
「
女
性
を
家
族
や
友
人

に
会
わ
せ
な
い
」
な
ど
社
会
か
ら
孤
立
さ

せ
る
行
為 

⑥
子
ど
も
を
利
用
し
た
暴
力 

「
子
ど
も
に
暴
力
を
加
え
た
り
、
暴
力
を

見
せ
る
」、「
子
ど
も
を
取
り
上
げ
る
」、「
子

ど
も
に
母
親
を
非
難
す
る
こ
と
を
言
わ
せ

る
」
な
ど
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
行
な
わ

れ
る
配
偶
者
暴
力
は
児
童
虐
待
に
な
り
ま

す
。 

                  

　
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
は
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
19
年
に
改

正
さ
れ
た
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
で
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
防
止
し
、
被
害

者
の
保
護
を
制
度
化
し
ま
し
た
。
内
閣
府
に
よ
る
「
男
女
間
の
暴
力
に
関
す
る
調
査

（
平
成
20
年
度
）
」
で
は
、
配
偶
者
か
ら
肉
体
的
、
精
神
的
暴
力
を
受
け
た
と
す
る

女
性
の
割
合
は
33
・
２
％
、
男
性
で
17
・
８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
害
を

受
け
た
女
性
の
13
・
３
％
が
命
の
危
険
を
感
じ
た
と
回
答
し
、
被
害
の
深
刻
さ
も
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
被
害
者
は
多
く
の
場
合
女
性
で
あ

り
、
犯
罪
行
為
を
も
含
む
重
大
な
人
権
侵
害
と
な
っ
て
お
り
、
男
女
共
同
参
画
の
妨

げ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
　 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
は

犯
罪
で
す
！ 
男女 

共
同
参
画
社
会
の 

実
現
を
め
ざ
し
て 
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　ひとりで悩まずに勇気を持って相談してみ
ませんか。 
　暴力の事実を第三者の相談員に聞いてもら
うだけで、気持ちが軽くなることもあります。 
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◆配偶者暴力相談支援センター 

　　011(666)9955 

 

◆名寄市福祉事務所　社会福祉課 

　  01654③2111（内線３２２８） 

 ◆旭川方面本部警察相談センター 

　　0166(34)9110 

 

◆名寄警察署　　01654②0110 

◆救急車　　　119番 

身に危険が迫っているときは１１０番通報を 
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